地域限定販売契約書（ローカルフランチャイズ）

●●株式会社（以下「甲」という。）と、●●株式会社（以下「乙」という。）は、甲が製造・販売する商品について、乙に対して特定地域内における独占的販売権を付与し、乙がこれを受けることに関し、以下のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。

（目的）
甲は、自社ブランド商品の販売促進および市場拡大を図るため、乙に対し地域限定で販売権を付与することを目的とし、乙は甲のブランド価値を維持・向上させつつ地域内で販売活動を行う。

（定義）
１　本契約における「商品」とは、甲が別途指定する製品群（付属品・パッケージ含む）をいう。
２　「販売地域」とは、甲が乙に対して独占的に販売を認めた地域（都道府県、市区町村単位を含む）をいう。
３　「商標・ロゴ等」とは、甲が乙に利用を許可する一切の標章・ブランド識別要素を指す。

（販売権の付与）
１　甲は、乙に対し、販売地域内で商品の販売を行う独占的権利を付与する。
２　乙は、販売地域外での商品販売を行ってはならない。
３　甲は、乙以外の第三者に対して当該地域で販売権を付与しない。
４　乙は、甲の事前承諾なしに販売権を第三者に譲渡、転貸、又は担保提供してはならない。

（販売条件）
１　乙は、甲の提示する販売指針、ブランドガイドライン、価格政策に従い、適正な販売活動を行う。
２　乙は、販売価格の設定にあたって甲の推奨価格を尊重し、過度な値引きやブランド毀損となる行為を行わない。
３　乙は、商品の在庫を適正に管理し、欠品・過剰在庫を防止する。

（仕入・代金支払）
１　乙は、商品の発注を甲の定める手続により行う。
２　甲は、乙からの注文に基づき、所定の納期で商品を供給する。
３　乙は、甲が発行する請求書に基づき、商品代金を納品後●日以内に指定口座へ振込支払する。
４　支払遅延が生じた場合、乙は年●％の遅延損害金を支払う。

（商標・表示の使用）
１　乙は、甲の事前承諾を得た上で、販売促進活動において甲の商標・ロゴ等を使用できる。
２　乙は、商標の使用にあたり、甲の指定フォーマットやデザインマニュアルを遵守しなければならない。
３　甲は、乙による不適切な表示・広告があった場合、是正を指示できる。

（販売促進・報告義務）
１　乙は、販売地域内における販売実績、顧客動向、在庫状況を定期的に甲へ報告する。
２　乙は、甲が実施する販売キャンペーンや宣伝活動に協力する。
３　乙は、顧客からのクレームや事故が発生した場合、速やかに甲へ通知し、対応方針を協議する。

（品質保持・クレーム対応）
１　乙は、商品の品質管理を徹底し、保存・展示・販売に際して適切な取扱いを行う。
２　乙は、顧客からの苦情や不具合の報告を受けた場合、速やかに甲へ通知し、甲の指示に従って処理する。
３　甲は、製品不良が甲の責に帰す場合、商品の交換又は代替供給を行う。

（秘密保持）
乙は、販売活動を通じて知り得た甲の営業上・技術上の情報を第三者に漏えいしてはならず、契約終了後も同義務を負う。

（契約期間）
本契約の有効期間は契約締結日から●年間とする。期間満了の1か月前までにいずれかが書面による更新拒絶の意思を示さない場合、本契約は同一条件で自動更新される。

（契約解除）
１　甲または乙は、相手方が次のいずれかに該当する場合、何らの催告なしに本契約を解除できる。
　① 契約条項に違反し、是正要求後も改善がない場合
　② 支払停止、破産、民事再生等の手続を開始した場合
　③ 社会的信用を著しく損なう行為をした場合
２　契約解除により損害が生じた場合、違反当事者は相手方に対して賠償責任を負う。

（契約終了後の取扱い）
契約終了後、乙は甲の商標・ロゴ等の使用を直ちに停止し、未販売商品・資料を返還又は廃棄する。

（知的財産権）
商品のデザイン、商標、広告素材等に関する知的財産権はすべて甲に帰属し、乙は本契約に基づく利用許諾の範囲を超えて使用してはならない。

（損害賠償）
甲または乙が本契約に違反して相手方に損害を与えた場合、その損害（合理的弁護士費用を含む）を賠償しなければならない。

（準拠法・裁判管轄）
本契約は日本法を準拠法とし、紛争が生じた場合には甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として、本書二通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自一通を保有する。

●●年●月●日

甲　●●株式会社
住所：
代表者名：

乙　●●株式会社
住所：
代表者名：

